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パ
ズ
ル
作
家
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い

る
森
徳と
く
ひ
ろ弘
さ
ん
は
、「
積
み
木
か
ら
パ

ズ
ル
を
解
き
明
か
し
た
子
ど
も
は
自
分

の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
考
え
、
子
ど
も
向
け
知
育
パ
ズ
ル

「kico

の
か
く
れ
ん
ぼ
」
を
作
り
ま
し

た
。

　

昨
年
６
月
に
木
育
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ

ー
養
成
講
座
を
受
講
さ
れ
、「
南
会
津

町
木
育
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て

も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

Ｑ
パ
ズ
ル
作
家
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
？

　

保
育
園
の
頃
、
家
に
あ
っ
た
立
体
パ

ズ
ル
を
組
み
立
て
る
の
が
面
白
く
、
小

学
３
年
生
の
時
に
は
〝
自
分
で
立
体
パ

ズ
ル
を
作
り
た
い
〟
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

大
学
で
は
パ
ズ
ル
作
り
に
明
け
暮
れ
、 

メ
ー
カ
ー
に
売
り
込
み
ま
し
た
が
思
う

よ
う
に
い
か
ず
、
諦
め
か
け
ま
し
た
。

Ｑ
こ
れ
か
ら
挑
戦
し
た
い
こ
と
は
？

　

町
内
外
の
子
ど
も
た
ち
に
立
体
パ
ズ

ル
で
遊
ん
で
も
ら
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
開
催
し
た
い
で
す
。

Ｑ
南
会
津
町
の
木
を
通
じ
て
、

　　　　　　　
ど
ん
な
町
に
な
っ
て
ほ
し
い
？

　

木
育
を
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
、
多

く
の
子
ど
も
た
ち
に
木
を
好
き
に
な
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
。
ま
た
、
木
の
パ

ズ
ル
を
通
し
て
、
自
分
の
手
で
表
現
す

る
力
を
育
ん
で
い
け
る
よ
う
願
っ
て
い

ま
す
。

森
も り

林の声
を聴く

木
の町

みなみあいづ

vol.13

代表  森  徳弘  さん

　

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
諦
め
き
れ
ず

再
挑
戦
し
、
今
に
至
り
ま
す
。

Ｑ
普
段
の
お
仕
事
は
？

　

農
業
を
し
な
が
ら
パ
ズ
ル
を
制
作
し

て
い
ま
す
。

Ｑ
心
掛
け
て
い
る
こ
と
は
？

　

多
角
的
に
物
事
を
考
え
る
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

Ｑ
大
変
な
こ
と
は
？

　

販
路
開
拓
に
苦
労
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
や
り
が
い
は
？

　
「
想
像
力
が
養
わ
れ
そ
う
」、「
発
想

の
力
が
付
き
そ
う
」
と
い
う
言
葉
を
い

た
だ
い
た
時
に
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
新
し
い
パ
ズ
ル
を
発
見
す
る

魅
力
も
あ
り
ま
す
。

BLUE BUTTERFLY
所在地：南会津町鴇巣字村中 1869
連絡先：090-4559-7417

  【問合せ】
　農林課  林政係
　  電話  0241-62-6220
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ホームページは
コチラ

一般会員登録はコチラ▶

企業会員登録はコチラ▶

　福島県では、スマート農業のさら
なる推進に向けて、農業者等が知り
たい情報を効率よく得られることを
目的に、関連情報を一元的に発信す
ることができる「スマ農ふくしま～
ふくしまスマート農業ナビ～」を開
設しました。
　本サイトは、スマート農業技術の
紹介や活用した農業者の声、実証事
例、研究成果、助成事業などの情報
をタイムリーに掲載しています。
　農業者、農協、農機メーカー、農
機具販売事業者、農業支援サービス
事業者の皆さんが登録可能ですので、
ぜひご活用ください。

一般会員登録
　農業者（組織・法人等含む）、地方
　自治体、農協などの方
企業会員登録
　農機メーカー、農機具販売事業者、
　農業支援サービス事業者などの方
問合せ
　福島県スマート農業普及推進
　プラットフォーム事務局
電　話
　024-521-7339

スマート農業がわかる
WEBサイトが立ち上がります

　消費生活相談窓口では、商品やサー
ビスに関する契約のトラブルや悪質商
法による消費者被害など、消費生活上
のトラブルについて解決のサポートを
行っています。
　今回は、新生活のスタートでつまず
かないよう、初めての一人暮らしで気
をつけてほしい消費者トラブルを紹介
します。

【気をつけてほしいトラブルとアドバイス】
≪住宅の賃貸借トラブル≫
⚠契約時
　契約書類の記載内容や賃貸住宅の
　現状をよく確認する。
⚠入居中
　入居中にトラブルが起きたら、すぐ
　に貸主側に相談する。
⚠退去時
　精算内容をよく確認し、納得できな
　い点は貸主側に説明を求める。
≪引越し関連トラブル≫
⚠引越しサービスの契約は約款をよく
　確認する。
⚠引越し完了後はすぐに荷物の状態
　を確認する。
⚠不用品の処分は市区町村のルール
　を守り、余裕をもって依頼する。
≪通信契約トラブル≫
⚠スマホやネット回線などを契約する
　場合は、料金プランやサービス内容
　をよく確認し、説明を受ける。
⚠転居時にネット回線契約を変更する
　際にも、契約条件などをよく確認する。

【全国共通消費者ホットライン】
　電　話　188 （いやや）

問合せ
　南会津町消費生活相談窓口
　（町民の方専用相談窓口）
電　話
　0241-62-5054
　※平日　午前９時～正午
　　　　　午後１時～午後４時
メール
　shouhi@minamiaizu.org
　※24時間受付
　　返信は翌平日以降になります。

消費生活相談窓口からの
お知らせ

　後期高齢者医療広域連合では、皆
さまの医療費や健康に関する理解を深
めていただくため、受診された医療機
関からの請求書に基づき、毎年１回「医
療費のお知らせ」を送付しています。
　お手元に医療費のお知らせが届き
ましたら、内容をご確認のうえ、ご不
明な点や誤りがあった際には、問い合
わせ先までご連絡ください。

対象者
　令和７年１月～ 12月の間に保険診療 
　を受けた福島県後期高齢者医療広
　域連合の被保険者
内容
　受診年月、医療機関等名称、診療
　区分、医療費（10割）総額、自己
　負担相当額など
通知時期
　２月下旬から順次発送
※１年間の医療費情報を掲載するた 
　め、発送時期を早めることはできま 
　せん。
注意事項
　➊医療費のお知らせを受け取ったこ
　　とによって発生する手続きはあり
　　ません。
　➋医療費のお知らせは、原則再発
　　行しませんので、無くさないよう
　　に大切に保管してください。
　➌県内全域に順次発送する関係上、
　　個別発送には対応しておりません。
　➍確定申告を急がれる場合は、領
　　収書により申告手続きをお願いし
　　ます。
　➎亡くなられた方の「医療費のお知
　　らせ」が必要な場合は、２月下旬
　　以降に、窓口で手続きをしてくだ
　　さい。
問合せ
　後期高齢者医療保険医療費のお知
　らせコールセンター
電話
　0120-101-622
受付期間
　１月15日（木）～３月19日（木）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土日祝日を除く

後期高齢者医療広域連合からの
お知らせ


